
「貯
」
と

「服
」

―
―
西
周
時
代
の
貯
積
と
貢
納
―
―

海

は

じ

め

に

「買
」
は
西
周
金
文
研
究
史
上
、
隷
定
と
字
訓
が
最
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
字
で
あ
る
。
こ
の
字
は
多
く
の
銘
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る

が
、
特
に

〈
三
年
衛
益
〉
〈
五
祀
衛
鼎
〉
〈
格
伯
段
〉
の
三
銘
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
集
め
る
原
因
と
な

っ
た
。
と
い
う
の

は
、
こ
の
三
器
に
は
土
地
の
譲
渡
が
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
字
の
訓
み
が
分
か
り
、
銘
文
の
正
確
な
解
釈
が
で
き
る
と
、
そ
こ
か
ら
西
周

時
代
の
田
制
や
土
地
譲
渡

・
売
買
の
実
態
が
分
か
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
字
の
訓
み
と
三
器
銘
文
の

解
釈
を
試
み
た
論
文
は
多

い
。
隷
定
と
字
義
を
め
ぐ

っ
て
各
論
文
間
で
行
わ
れ
た
論
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
既
に
高
明

「西
周
金
文

『買
』
字
資
料
整
理
和
研
究
」
や
趙
誠

『
二
十
世
紀
金
文
研
究
述
要
』
の
第
五
章
第
三
節
と
第
六
章
第
七
節
四
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
の
一
、
こ
こ
で
は
詳
述
せ
ず
、
簡
略
に
結
果
だ
け
を
述
べ
よ
う
。

買
は
、
「貯
」
と
隷
定
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
共
通
認
識
と
な

っ
て
い
た
が
、
近
年
、
「買
」
と
隷
定
す
る
説
が
有
力
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
字

義
に
つ
い
て
は
分
岐
が
甚
だ
し
く
、
前
者
だ
け
で
も
主
要
な
も
の
に

「積
」
（玩
元
、
容
庚
）
、
「予
」
（王
国
維
、
千
省
吾
、
黄
盛
障
）
、

一

本寸



「貯
」
と

「服
」

「買
、
絆
」
（楊
樹
達
）
、
「賦
、
租
」
（郭
沫
若
）
、
「租
、
価
」
（唐
蘭
、
林
甘
泉
）
、
「価
」
（周
暖

・
鹿
懐
清
）、
「賑
」
（戚
桂
宴
し
、
「祐
」

（劉
宗
漢
）
な
ど
と
訓
む
諸
説
が
あ
が
ど

後
者
に
は

「買
、
価
」
（楊
樹
達
、
李
学
勤
）
と
訓
む
説
が
あ
徒
。

こ
の
賓
は
、
買
と
隷
定
す
る
に
は
字
形
上
の
懸
隔
が
大
き
く
、
貯
と
隷
定
す
る
の
が
正
し
い
と
思
う
。
ま
た
、
字
義
の
分
岐
が
生
ず
る

の
は
、
貯
に
特
殊
な
字
義
が
存
す
る
た
め
で
は
な
く
、
従
来
の
銘
文
解
釈
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

こ
の
こ
と
を
西
周
金
文
に
見
え
る
貯
の
全
用
例
の
検
討
を
通
じ
て
証
明
し
た
い
。
併
せ
て
、
こ
の
度
の
検
討
か
ら
派
生
し
て
見
付
か

る
、
西
周
時
代
の
諸
制
度
や
法
令
に
つ
い
て
も
言
及
し
よ
う
と
思
う
。
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「貯
」
及
び
関
連
語
の

「服
」

を
含
む
銘
文
に
順
次
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第

一
節
　
貯
　
―

予
―

①

〈
斉
生
魯
方
葬
〉
《
集
成
》
温
ま

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
八
年
十
又
二
月
初
吉
丁
亥
。
斉
生
魯
肇
貯
、
休
多
扇
。
佳

（唯
）
朕
文
考
乙
公
永
啓
余
魯
。
用
乍

（作
）
朕
文
考
乙

公
宝
陣
葬
。
魯
其
万
年
子
子
孫
孫
永
宝
用
。

李
学
勤
氏
は

『左
伝
』
昭
公
元
年
の

「買
而
欲
扇
、
而
悪
章
乎
」
の
杜
預
注

「言
讐
如
商
買
求
扇
利
者
」
を
引
用
し
、
①
の
銘
文
を
斉

生
魯
が
商
買
に
従
事
し
て
多
く
の
利
を
得
た
の
で
、
こ
の
方
昇
を
作
っ
た
と
解
し
、
貯
を
商
買
の

「買
」
に
訓
む
最
も
は
っ
き
り
し
た
証

左
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
『説
文
解
字
』
貝
部
に
も

「扇
、
買
有
餘
利
也
」
と
あ
る
の
で
、
「多
扇
」
が
多
く
の
利
を
得
た
と
い
う
意
味
で

あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
①
の
場
合
は
、
そ
れ
が
商
買
に
従
事
し
て
得
ら
れ
た
利
と
は
思
え
な
い
。

そ
う
考
え
る
理
由
の
第

一
は
、
「休
」
字
の
存
在
で
あ
る
。



人
小
臣
適
鼎
〉
《
集
成
》
減
曽

（西
周
早
期
）

小
臣
邁
即
事

（使
）
干
西
、
休
中

（仲
）
易

（錫
）
邁
鼎
、
揚
中

（仲
）
皇
乍

（作
）
宝
。

体
は
金
文
に
多
見
し
、
例
え
ば
こ
の

〈
小
臣
適
鼎
〉
に
お
い
て
小
臣
邁
が
西
方
に
使
者
と
し
て
赴
い
て
仲
か
ら
鼎
を
賜
予
さ
れ
、
そ
の

休
善
に
応
え
て
こ
の
鼎
を
作

っ
て
い
る
よ
う
に
、
王
や
主
君

・
上
長
か
ら
賜
予
や
称
賛
を
得
た
場
合
に
使
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
銘
文
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

②

〈
散
段
〉
《
集
成
》
お
毬

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
八
月
初
吉
丁
亥
、
白

（伯
）
氏
貯
散
、
易

（錫
）
散
弓
矢
束

・
馬
匹

・
貝
五
朋
、
散
用
従
、
永
揚
公
休
。

②
は
、
伯
氏
が
散
に
何
か
を
売
り
、
そ
の
代
価
と
し
て
散
に
弓
矢
束

・
馬
匹

・
貝
五
朋
を
賜
予
し
た
と
前
半
を
解
し
た
場
合
、
散
が
伯

氏
に
臣
従
し
、
永
く
伯
氏
の
休
善
に
応
え
た
い
と
誓
っ
た
後
半
部
分
と
は
文
義
が
繋
が
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
後
半
部
の

「易

（錫
）
…
…
永
揚
公
休
」
は
、
金
文
に
多
く
見
ら
れ
る
、
賜
予
に
応
え
て
祭
器
を
作
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
金
文
の
常
例
か
ら
言
え

ば
、
②
は
伯
氏
が
散
に
弓
矢
束

・
馬
匹

・
貝
五
朋
を
賜
予
し
、
散
が
こ
れ
か
ら
も
伯
氏
に
臣
従
し
、
永
く
そ
の
休
善
に
応
え
た
い
と
誓
っ

た
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

貯
は
魚
部
端
紐
、
賜
予
の
予
は
魚
部
喩
紐
。
両
字
は
畳
韻
な
の
で
通
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『史
記
』
夏
本
紀
の

「帝
抒
」
を

『史
記
索
隠
』
に
引
く

『系

（世
）
本
』
に

「帝
件
」
に
作
っ
て
い
る
の
が
そ
の
証
で
あ
る
。

貯
が
予
と
通
用
し
、
そ
の
仮
借
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
し
た
場
合
、
以
前
か
ら
貯
の
字
釈
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た

〈
三
年
衛
益
〉
〈
五
祀
衛
鼎
〉
〈
側
生
段

（格
伯
段
》

の
銘
文
な
ど
も
当
然
、
こ
れ
で
文
義
が
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
も
含

め
、
検
討
を
続
け
よ
う
。

最
初
に
戻
っ
て
、
①
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
貯
と
予
が
通
用
す
る
と
し
た
場
合
、
斉
生
魯
が
賜
予
さ
れ
た
こ
と
を
被
動
態

（受
動
態
）
で

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二



「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

書
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
賜
予
に
よ
つ
て
斉
生
魯
が
得
た
利
益
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
感
動
し
、
賜
予
に
応
え
て
祭

器
を
作

っ
た
の
で
あ
る
。

③

〈
刺
敗
宇
鼎
〉
《
集
成
》
×
ま

（西
周
中
期
）

刺
政

（肇
）
宇

（貯
）
、
用
乍

（作
）
父
庚
宝
障
葬
、
夫
。

④

〈
芳
解
〉
《
集
成
》
８
認

（西
周
早
期
）

芳
肇
貯
、
用
乍

（作
）
父
乙
宝
陣
葬
、
美
冊
。

③
④
は
①
と
同
例
の
銘
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
賜
予
を
被
動
態
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
賜
予
を
記
し
た
金
文
に
は
、
こ

れ
ら
以
外
に
も
被
動
態
で
表
現
し
た
も
の
が
あ
る
。

人
臣
卿
鼎
〉
《
集
成
》
じ
獣

（西
周
早
期
）

公
違
告

（省
）
自
東
才

（在
）
新
邑
、
臣
卿
易

（錫
）
金
、
用
乍

（作
）
父
乙
宝
葬
。

人
麦
方
鼎
〉
《
集
成
》
ヽ
ま

（西
周
早
期
）

佳

（唯
）
十
又

一
月
、
井

（邪
）
侯
征

（延
）
融

（過
）
干
麦
、
麦
易

（錫
）
赤
金
、
用
乍

（作
）
鼎
。
用
従
井

（邪
）
侯
征

事
、
用
郷

（饗
）
多
者

（諸
）
友

〈
臣
卿
鼎
〉
で
は
刺
が
公
か
ら
金

（銅
）
の
賜
予
を
受
け
、
〈
麦
方
鼎
〉
で
は
麦
が
邪
侯
か
ら
赤
金

（銅
）
の
賜
予
を
受
け
、
そ
の
休
善

に
応
え
て
祭
器
を
作
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
賜
予
を
被
動
態
で
表
現
す
る
こ
と
は
特
例
で
は
な
く
、
金
文

一
般
に
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑤

〈
顛
方
葬
〉
《
集
成
》
Ｘ
駕

（西
周
早
期
）

類
啓

（肇
）
卿

（合
）
宇

（貯
）
百
生

（姓
）
、
揚
用
乍

（作
）
高
文
考
父
癸
宝
障
彙
、
用
申
文
考
刺

（烈
）
、
余
其
万
年
第
孫



子
宝
、
交
。

⑤
は

一
見
す
る
と
、
頬
が
百
生

（姓
）
に
賜
予
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
顛
は
百
生

（姓
）
即
ち
百
官
に
賜
予
し
得
る
よ
う
な
高
位
高

官
と
は
思
え
な
い
。
後
半
部
に

「揚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
頬
は
賜
予
を
受
け
、
そ
れ
に
応
え
て
父
癸
を
祭
祀
す
る
祭
器

を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
士
上
自
〉
《
集
成
》
К
日
、
露
圏

（西
周
早
期
）

佳

（唯
）
王
禽

（論
）
干
宗
周
。
待

（出
）
饗
蒼
京
年
。
才

（在
）
五
月
既
望
辛
酉
、
王
令

（命
）
士
上
呆
史
寅
殷
予
成
周
、

替

（穀
）
百
生

（姓
）
豚
、
呆
賞
由
巴

・
貝
、
用
乍

（作
）
父
癸
宝
障
葬
。
臣
辰
冊
冊
軍
。

こ
の

〈
士
上
自
〉
の
場
合
は
、
周
王
が
士
上
と
史
寅
を
成
周
に
派
遣
し
て
殷
祭
を
行
わ
せ
、
そ
れ
に
会
同
し
た
百
姓
に
自
巴

・
貝
を
賞

予
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
百
姓
が
賜
予
を
受
け
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
大
会
同
に
参
加
し
た
と
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
銘
文

中
の

「合
」
は

「際
会
」
の
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑤
は
、
会
同
の
よ
う
な
場
で
百
姓
が
賜
予
に
与
っ
た
際
に
類
も
賜
予
さ
れ
た
の

で
、
そ
れ
に
応
え
て
こ
の
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

⑥

〈
ヂ
氏
貯
良
笛
〉
《
集
成
》
ふ
路

（西
周
晩
期
）

ヂ
氏
貯
良
、
乍

（作
）
旅
匡

（筐
）、
其
万
年
子
子
孫
孫
永
宝
用
。

⑥
も
被
動
態
で
書
か
れ
て
い
る
。
「良
」
は

『管
子
』
戒
に

「以
財
予
人
者
、
謂
之
良
」

て
、
⑥
は
ヂ
氏
が
財
を
賜
予
さ
れ
て
、
こ
の
旅
筐
を
作
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦

〈
□
肇
貯
段
〉
《
集
成
》
ヽ
Ｒ
ヨ
（西
周
中
期
）

□
肇
貯
呆

（求
）
子
鼓
母
、
寿

（鋳
）
旅
段
、
佳

（唯
）
巣
来
彼
、
王
令

（命
）

⑦
も
被
動
態
で
書
か
れ
て
い
る
。
「求

（求
と

は

「毅
」
の
こ
と
。
『爾
雅
』
釈
獣
に

「貯
」
と

「服
」

と

い
う
良
、
即
ち
財
で
あ
る
。
し
た
が

っ

東
宮
追
己

（以
）
六
自

（師
）
之
年
。

「狙
子
、
狼
」
と
云
う
。
し
た
が

つ
て
、
⑦

五



「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

は
、
田
猟
に
参
加
し
た
□
が
、
獲
物
の
狙
子
と
狩
猟
用
の
鼓
と
網
を
賜
予
さ
れ
、
そ
れ
に
応
え
て
旅
段
を
鋳
造
し
た
と
い
う
こ
と
を
記
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に

〈
三
年
衛
益
〉
〈
五
祀
衛
鼎
〉
〈
側
生
段
〉
と
そ
の
解
釈
に
関
連
す
る

〈
中
甑
〉
を

一
挙
に
検
討
し
よ
う
。

③

〈
三
年
衛
益
〉
《
集
成
》
Ｘ
ま

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
三
年
三
月
既
生
覇
壬
寅
、
王
各

（称
）
妨
干
豊
。
矩
白

（伯
）
庶
人
取
菫

（瑾
）
章

（環
）
干
装
衛
、
才

（裁
）
八

十
朋
、
率

（販
）
貯
、
其
舎
田
十
田
。
矩
或

（又
）
取
赤
虎

（琥
）
両
、
塵
奉
両
、
奉

（貢
）
輪

一
、
才

（裁
）
廿
朋
、
其
舎
田

三
田
。
装
衛
廼
元

（矢
）
告
干
白

（伯
）
邑
父

・
竺

（栄
）
白

（伯
Ｙ

定
白

（伯
Ｙ

単
白

（伯
）
。
廼
令

（命
）
参

（一こ

又

（有
）
嗣

（司
）
、
嗣

（司
）
土

（徒
）
微
邑

・
嗣

（司
）
馬
単
旗

（旗
Ｙ

嗣

（司
）
工

冗
こ

邑
人
般
。
呆

（逮
）
受
田
、
幽

・
越

・
衛
小
子
静

（孫
）
逆
、
者

（諸
）
其
郷

（饗
）
、
衛
用
乍

（作
）
朕
文
考
恵
孟
宝
般

（盤
）
、
衛
其
万
年
、
永
宝
用
。

こ
の
③
に
は
、
前
後
三
度
の
売
買
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
売
買
は
矩
伯
の
代
理
人
で
あ
る
庶
人
が
委
衛
か
ら
瑾
埠
を
買
い
取

っ
た

件
、
三
度
目
の
売
買
は
矩
伯
が
装
衛
か
ら
赤
琥
二
、
塵
貢
二
、
貢
輪

一
を
ま
と
め
て
買
い
取

っ
た
件
で
あ
る
。
こ
の
売
買
と

「在
八
十

朋
」
と

「在
廿
朋
」
が
物
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
異
論
が
な
い
。
こ
の
売
買
に
お
い
て
三
度
使
用

さ
れ
て
い
る
舎
が
予
の
義
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
用
例
か
ら
確
認
で
き
る
。

人
令
鼎
〉
《
集
成
》
Ｘ
８

（西
周
早
期
）

…
王
日
、
令
呆
奮
、
乃
克
至
、
余
其
舎

（予
）
女

（汝
）
臣
丹
家
。
…

人
痕
鐘
〉
《
集
成
》
Ｎ
い
（西
周
中
期
）

…
武
王
則
令
周
公
舎

（予
）
寓

（寓
）
昌

（以
）
五
十
頌
処
、
…

人
史
惜
盤
〉
《
集
成
》
８
ヽ
い
（西
周
中
期
）



…
武
王
則
令
周
公
舎

（予
）
宇
干
周
卑
処
、
…

人
散
氏
盤
〉
《
集
成
》
８
葛
い
（西
周
晩
期
）

用
矢
数

（撲
）
散
邑
、
廼
即
散
用
田
、
…
矢
舎

（予
）
散
田
、

〈
令
鼎
〉
は
藉
田
か
ら
の
帰
り
に
王
車
と
の
競
争
を
賭
け
、
令
と
奮
に

「無
事
に
至
れ
ば
、
汝
に
臣
三
十
家
を
賜
予
す
る
」
と
言
っ
た

も
の
、
〈
痩
鐘
〉
は
武
王
が
漠
の
烈
祖
に
五
十
頌
処
の
寓
を
賜
予
す
る
よ
う
に
周
公
に
命
じ
た
と
い
う
歴
史
上
の
事
実
を
記
し
た
も
の
、

〈
史
惜
盤
〉
は
同
じ
こ
と
を

「周
の
卑
処
」
に
与
え
た
と
表
現
を
改
め
た
も
の
、
〈
散
氏
盤
〉
は
矢
が
散
の
邑
を
侵
害
し
、
そ
の
賠
償
と
し

て
矢
が
散
に
田
を
予
え
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

③
で
は
貯
は
名
詞
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の
⑨
で
は
動
詞
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑨

〈
五
祀
衛
鼎
〉
《
集
成
》
滅
駕

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
正
月
初
吉
庚
成
、
衛
昌

（以
）
邦
君
属
告
干
井

（邪
）
白

（伯
Ｙ

白

（伯
）
邑
父

・
定
白

（伯
Ｙ

麻
白

（伯
Ｙ

白

（伯
）
俗
父
、
日
、
「属
日
、
『余
執
聾

霊
ｃ

王
岬

（仙
）
工
干
印

（昭
）
大
室
東
逆

（北
）
、
竺

（営
）
二
川
』
。
日
、
『余

舎
女

（汝
）
田
五
田
Ｌ
。
正
廼
訊
日
、
「女

（汝
）
貯
田
不

（否
と
。
属
廼
許
日
、
「余
審
貯
田
五
田
」
。
井

（邪
）
白

（伯
Ｙ

白

（伯
）
邑
父

・
定
白

（伯
）
・
棘
白

（伯
Ｙ

白

（伯
）
俗
父
廼
額

（構
）。
事

（使
）
属
誓
。
廼
令

（命
）
参

（三
）
又

（有
）
飼

（司
）、
嗣

（司
）
土

（徒
）
邑
人
越

・
嗣

（司
）
馬
煩
人
邦

・
飼

（司
）
工

兌
こ

陶
矩

・
内
史
友
寺
勿
、
帥
履
装
衛
属
田
四

田
。
乃
舎
翌
干
率

（販
）
邑
、
率

（販
）
逆

（北
）
彊

（彊
）
呆

（逮
）
属
田
、
早

（欣
）
東

彊

（彊
）
呆

（逮
）
散

田
、
率

（販
）
南
彊

（彊
）
呆

（逮
）
散
田
、
呆

（逮
）
政
父
田
、
率

（販
）
西
彊

（彊
）
呆

（逮
）
属
田
。
邦
君
属
呆

（逮
）
付
装
衛

田
、
属
弔

（叔
）
子
夙

・
属
又

（有
）
飼

（司
）
籠

（申
）
季

・
慶
癸

・
幽
表

・
荊
人
敢

・
井
人
侶
犀

・
衛
小
子
、
者

（諸
）
其

郷

（饗
）
旬

（謄
）。
衛
用
乍

（作
）
朕
文
考
宝
鼎
。
衛
其
万
年
永
宝
用
。
佳

（唯
）
王
五
祀
。

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



「貯
」
と

「服
」

⑨
は
、
委
衛
が
邦
君
属
を
邪
伯

・
伯
邑
父

・
定
伯

・
棘
伯

・
伯
俗
父
に
告
発
し
た
こ
と
か
ら
文
は
始
ま
る
。
次
い
で
記
す
告
発
の
う
ち

最
初
の
日
以
下
は
、
属
が

「共
王
関
係
の
工
事
を
昭
大
室
の
東
北
で
実
施
し
、
そ
の
際
に
二
川
の
改
修
工
事
を
す
る
」
と
告
げ
た
も
の

で
、
事
件
の
発
端
で
あ
る
。
二
つ
目
の
日
以
下
は
、
そ
の
改
修
工
事
に
よ
っ
て
装
衛
に
何
ら
か
の
損
害
を
与
え
る
の
で
、
そ
の
補
償
と
し

て
、
属
が

「汝

（装
衛
を
指
す
）
に
田
五
田
を
舎

（予
）
え
る
」
と
補
償
内
容
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
正
廼
許
日
以
下
は
邪
伯
ら
が
属

に
訊
問
し
た
言
葉
で

「
田
五
田
を
予
え
る
か
否
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
続
く
日
以
下
は
属
が
訊
間
に
答
え
た
言
葉
で
、
「余
審
貯
田

五
田
」
は
、
「余
は
確
か
に
田
五
田
を
予
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
が
、
属
は
そ
の
減
額
を
申
し
立
て
た
の
か
、
五
田
に
相
当
す

る
価
値
を
有
す
る
四
田
を
引
き
渡
す
こ
と
に
し
た
の
か
、
田
四
田
を
引
き
渡
し
て
い
る
。
以
下
は
実
地
検
分
に
よ
る
田
四
田
の
装
衛
へ
の

引
き
渡
し
の
実
務
が
記
し
て
あ
る
。

⑩

〈
側
生
段
〉
《
集
成
》
Ｓ
３

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
正
月
初
吉
癸
巳
、
王
才

（在
）
成
周
。
格
白

（伯
）
愛

（受
の
調
）
良
馬
乗
予
側
生
。
率

（販
）
貯
丹
田
。
則
析
。

格
谷

・
杜
木

・
違
谷
、
旅
菜
、
渉
東
門
。
率

（厭
）
書
史
哉
武
立

（荏
）
盟

（歓
）
成
里

（田
）。
鋳
保

（宝
）
設
、
用
典
格
白

（伯
）
田
。
其
万
年
子
子
孫
孫
永
保
用
。

⑩
で
は
、
ま
ず
格
伯
が
良
馬
乗
を
側
生
か
ら
受
け
取
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
良
馬
乗
と
引
き
替
え
に
田
を
渡
す
こ
と
に
つ
い
て
は

「販
貯
丹
田
」
と
だ
け
書
い
て
、
動
詞
の

「舎
」
字
は
用
い
て
い
な
い
。
こ
の

「販
貯
対
田
」
の
貯
は
主
語
、
「汁
田
」
は
述
語

（謂
五
じ

で
あ
り
、
「格
伯
が
予
え
る
物
は
三
十
田
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
文
は
動
詞

「舎
」
を
省
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
要
と
し
な

い
か
ら
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
③
の

「販
貯
、
其
舎
田
十
田
」
の
場
合
は
、
「販
の
予
え
る
物
と
し
て
、
田
十
田
を
予
え
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
予
の
義
が
前
後
に
三
度
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
初
の
貯

（予
）
は

「所
予
之
物
」
と

い
う
意
味
で
、
田
十
田
が
引
き
替
え
に
予
え
る
物
で
あ
る
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
黄
盛
埠
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
黄
盛
埠



氏
は
さ
ら
に
貯
は

「上
か
ら
下
」
に
予
え
る
賜
予
の
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
金
文
の
用
例
か
ら
見

て
領
け
る
指
摘
で
あ
る
。
「販
貯
、
其
舎
田
十
田
」
の
よ
う
な
表
記
法
は
当
時
は

一
般
的
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
類
似
し
た
表
記
が

〈
中
甑
〉

に
も
見
え
る
。

人
中
断
〉
《
集
成
》
Ｘ
Ｏ
（西
周
早
期
）

王
令

（命
）
中
先
告

（省
）
南
或

（国
）
貫
行
、
動
庄

（廃
）
才

（在
）
団

（部
）。
史
児
至
、
己

（以
）
王
令

（命
）
日
、

「余
令

（命
）
女

（汝
）
史

（使
）
小
大
邦
、
率

（販
）
又

（侑
）
、
舎
女

（汝
）
勿
量

（糧
）、
至

（致
）
干
女

（汝
）
廣

（償
）

小
多
□
」
。
…
…

〔全
文
は
⑫
〕

〈
中
瓶
〉
は
昭
王
南
征
時
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
銘
文
に
よ
る
と
、
中
が
命
に
よ
つ
て
南
国
を
省
察
し
、
途
中

で
部
国
に
滞
在
し
て
い
る
と
、
王
の
使
者
史
児
が
、
新
た
な
王
命
を
持

っ
て
来
訪
し
て
き
た
。
新
命
中
の

「余
命
汝
使
小
大
邦
」
は
、

「先
に
南
国
の
小
大
の
諸
邦
に
使
者
と
し
て
赴
か
せ
た
」
と
い
う
意
味
で
、
前
命
の
確
認
で
あ
る
。
新
命
中
の

「侑
」
は

『爾
雅
』
釈
詰

に

「侑
、
報
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
報
侑
の
報
と
い
う
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
で
□
部
分
が
明
確
で
は
な
い
が
、
「販
侑
、
舎

汝
易
糧
、
致
干
汝
唐

（償
）
小
多
□
」
は
、
ほ
ぼ

「報
侑
と
し
て
汝
に
勿
糧
を
与
え
る
の
で
、
汝
の
少
多
の
□
の
償
い
と
な
せ
」
と
い
う

意
味
と
な
る
。
こ
の
部
分
の
前
半

「販
侑
、
舎
汝
勿
糧
」
は

「汝
」
と
い
う
間
接
目
的
語
を
除
け
ば
、
「販
貯
、
其
舎
田
十
田
」
と
全
く

同
じ
文
構
造
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
勿
糧
が

「所
報
之
物
」
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
論
じ
た

〈
三
年
衛
益
〉
〈
五
祀
衛
鼎
〉
〈
側
生
段
〉
〈
中
瓶
〉
の
賜
予
関
係
箇
所
を
列
記
す
る
と
、

〈
三
年
衛
益
〉
　

　

灰
貯
、
其
舎
　
田
十
田

其
舎
　
田
三
田

〈
五
祀
衛
鼎
〉
　
　
　
　
　
　
舎
汝
田
五
田

「貯
」
と

「服
」

九



「貯
」
と

「服
」

〈
側
生
段
〉
　

　

　

販
貯
、

〈
中
甑
〉
　

　

　

　

販
侑
、

と
な
る
。
こ
う
並
べ
て
見
る
と
、

て
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

第

二
節
　
貯
　
―
貯
積
―

上
節
で
貯

・
予
の
通
用
か
ら
貯
を
予
の
義
に
用
い
て
い
る
金
文
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
金
文
中
の
残
り
の
貯
の
用
例

を
検
討
す
る
。

⑪

〈
沈
子
也
段
蓋
〉
《
集
成
》
お
８

（西
周
早
期
）

也

日
、
拝
額

（稽
）
首
、
敢
収
印

（昭
）
告
、
朕
吾
考
令

（命
）
乃
鵬

（壇
）
沈
子
乍

（作
）
級

（締
）
干
周
公
宗
、
陽

（升
）
二
公
。
不
敢
不
級

（組
）。
休
同
公
克
成
妥

（綾
）
吾
考
、
己

（以
）
干
顕
顕
受
令

（命
）。
烏
淳
、
佳

（唯
）
考
図
又
念

自
先
王
先
公
、
廼
妹

（味
）
克
衣

（殷
）
、
告
刺

（烈
）
成
工

（功
）。
敵

（嵯
）、
吾
考
克
淵
克
乃
沈
子
、
其
頴
表

（懐
）
多
公

能
福
。
鳥
厚
、
沈
子
妹

（味
）
克
蔑

（蔑
）、
見
駄

（厭
）
干
公
休
。
沈
子
肇
敦

（尽
）
狙

（捜
）
貯
薔

（桔
）、
乍

（作
）
姦

段
、
用
裁

（始
）
郷

（饗
）
己
公
、
用
絡

（格
）
多
公
、
其
「

（揚
）
哀

（愛
）
乃
沈
子
也
唯
福
、
用
水

（順
）
需

↑
こ

令

（命
）
、
用
妥

（綾
）
公
唯
寿
。
也
用
表

（懐
）
妖
朕
多
弟
子
我
孫
、
克
又

（有
）
井

（型
）
敦

（効
）
諮
父
、
廼
是
子

（撃
）。

⑪
は
極
め
て
難
読
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
部
に
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
亡
父
の
命
に
よ
り
沈
子
也
が
周
公
の
宗
廟

一
〇

貯
　
田
五
田

丹
田

舎
汝
勿
糧

〈
五
祀
衛
鼎
〉
の

「貯
田
五
田
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
詞
の
貯
が
舎
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
改
め



で
組

（唐
蘭
説
で
は
保
祭
）
を
し
た
。
そ
の
際
に
同
公
か
ら
亡
父
を
安
ん
じ
る
命
を
賜
わ
り
、
亡
父
が
克
商
を
成
し
遂
げ
た
先
公
先
王
を

称
え
て
い
た
こ
と
に
思
い
が
及
ぶ
。
そ
し
て
先
祖
の
多
公
が
福
を
与
え
て
く
れ
た
お
陰
で
、
自
分
が
同
公
の
命
を
受
け
た
と
す
る
。
次
い

で
、
こ
の
段
を
作

っ
た
こ
と
を

「沈
子
肇
敦
狙
貯
薔
、
作
弦
段
」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
唐
蘭
氏
は
、
敦
に

「《
説
文
》

‥

『敦
、
尽
也
Ｌ
、
狙
に

「狙
従
丑
、
丑
与
又
字

・
寸
字
都
是

一
字
。
因
此
、
狙
与
狩
実
際
是

一
字
。
此
読
為
捜
、
《
方
言
》
二
‥

『求

也
Ｌ
、
貯
薔
に

「貯
薔
是
蓄
積
、
《
説
文
》
‥

『貯
、
積
也
』
。
《
方
言
》
‥
十
二

『薔
、
積
也
Ｌ

と
注
し
、
「沈
子
開
始
尽
捜
蓄
積
、
倣

（８
）

這
個
箆
」
と
解
し
て
い
る
。
唐
蘭
氏
の
こ
の
解
釈
は
正
し
い
と
思
う
。
貯

（積
）
は

『左
伝
』
信
公
三
十
三
年
の

「居
則
具

一
日
之
積
」

の
杜
預
注
に

「積
、
蒻
米
菜
薪
」
と
あ
る
勿

・
米

・
菜

・
薪
で
あ
り
、
薔

（稽
）
は

『説
文
解
字
』
禾
部
に

「稽
、
穀
可
収
日
稽
」
と
あ

る
穀
で
あ
る
。
沈
子
也
は
勿

・
穀
米

・
菜

・
薪
か
ら
売
れ
る
物
を
捜
し
て
売
り
、
そ
の
利
益
で
こ
の
段
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

⑫

〈
中
瓶
〉
《
集
成
》
Ｘ
つ
（西
周
早
期
）

王
令

（命
）
中
先
告

（省
）
南
或

（国
）
貫
行
、
執
庄

（厘
）
才

（在
）
団

（部
）。
史
児
至
、
昌

（以
）
王
令

（命
）
日
、

余
令

（命
）
女

（汝
）
史

（使
）
小
大
邦
、
率

（販
）
又

（侑
）
、
舎
女

（汝
）
易
量

（糧
）
、
至

（致
）
干
女

（汝
）
慶

（償
）

小
多
□
。
中
告

（省
）
自
方

・
弊

（郡
Ｙ

迫

（朝
Ｙ

□

・
邦
、
才

（在
）
王

（部
）
自

（師
）
帥

（次
）。
白

（伯
）
買
父
□

己

（以
）
率

（販
）
人
戊
漢
中
州
、
日
限
、
日
旗
。
率

（販
）
人
口
廿
夫
、
率

（販
）
貯
奔

（吝
）。
言
日
、
賓

（賦
）
□
貝
。

日

（馴
）
伝
図
王
□
、
休
律

（昇
）
肩

（任
）
又

（侑
）
羞
余
、
□
対
用
乍

（作
）
父
乙
宝
葬
。

⑫
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
。
こ
こ
で
は
後
半
部
を
検
討
す
る
。

王
か
ら
南
国
の
省
察
を
命
ぜ
ら
れ
た
中
は
方

・
募

（部
）
・
迫

（朝
）
・
□

・
邦
を
経
て
部
の
師
次
に
到
着
し
た
。
次
い
で
、
伯
買
父
が

人
を
率
い
て
漢
水
の
中
州
の
眼
と
娩
を
戊
守
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に

「販
人
口
廿
夫
、
販
貯
奔
。
言
曰
賓
□
貝
」
と
続
く
。

こ
の

「販
人
口
廿
夫
」
の
販
は
伯
買
父
を
指
し
、
「人
口
廿
夫
」
は
伯
買
父
が
中
州
を
成
守
す
る
た
め
に
率
い
て
い
る
人
数
で
あ
る
。

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
一



「貯
」
と

「
服
」

一
二

基
本
な
の
で
判
然
と
し
な
い
が
、
図
は

「百
又
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「販
貯
舜
」
の
貯
は
⑫
の
貯
稽
と
同
様
に
蓼

・
穀
米

・
菜

・
薪
の

こ
と
で
、
各

（券
）
は
、
『荀
子
』
解
蔽
の

「無
邑
憐
之
心
」
の
楊
僚
注
に

「憐
読
為
吝
」
と
あ
る

「吝
」
に
訓
み
、
『顔
子
家
訓
』
治
家

に

「吝
者
、
窮
急
不
血
之
謂
」
と
あ
る
、
窮
急

・
窮
乏
の
状
態
を
云
う
。
賓
は
、
『説
文
解
字
』
貝
部
に

「賓
、
南
蛮
賦
也
。
炊
貝
、
宗

士こ

、
『晋
書
』
李
特
載
記
に

「巴
人
呼
賦
為
賓
、
因
謂
之
賓
人
」
と
あ
る
よ
う
に
賦
の
現
地
語
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
賦
は

『荘
子
』
斉

物
論
の

「狙
公
賦
芋
」
の
成
玄
英
疏
に

「賦
、
付
与
也
」
と
あ
る
付
与
の
義
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「販
人
口
廿
夫
、
販
貯
舜
。
言
日

賓
□
貝
」
は

「戊
守
の
人
が
図

（百
又
？
）
二
十
人
も

い
る
の
で
、
蓼

・
穀
米

・
菜

・
薪
が
窮
乏
し
て
き
た
。
そ
れ
で

『
（購
入
す
る
た

め
の
費
用
と
し
て
）
□
や
貝
を
付
与
し
て
欲
し
い
』
と
想
え
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
日
伝
図
」
の
日
は

『説
文
解
字
』
馬
部
に

「馴
、
駅
伝
也
、
炊
馬
、
日
声
」
と
あ
る
馴
の
仮
借
、
伝
は
駅
伝
の
伝
で
あ
る
。
朱
駿
声

の
通
訓
定
声
で
は

「車
日
馴
日
伝
、
馬
日
駅
曰
遠
」
と
、
車
の
駅
伝
と
馬
の
駅
伝
を
区
別
し
て
い
る
。
朱
説
に
従
え
ば
、
「
日

（馴
）
伝

図
王
□
」
は
、
こ
の
要
求
を
車
で
逓
伝
し
て
王
所
に
報
告
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
緯

（昇
）
は

『左
伝
』
昭
公
三
十
年

「若
為
三

師
以
昇
焉
」
の
杜
預
注
に

「難
、
猶
労
也
」
と
云
う
労
の
義
、
肩
は

『尚
書
』
盤
庚
下

「朕
不
肩
好
貨
」
の
孔
安
国
伝
に

「一肩
、
任
也
」

と
云
う
任
の
義
な
の
で
、
休
以
下
は
、
王
が
任
務
を
労
い
、
膳
羞
を
賜
予
し
た
の
に
応
え
、
こ
の
器
を
作

っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ

の
⑫
は
、
貯
が
貯
積
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
西
周
時
代
に
馴

・
伝
と
い
う
駅
伝
が
実
在
し
た
こ
と
を
も
証
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ

る

⑬

〈
善
夫
山
鼎
〉
《集
成
》
滉
減

（西
周
晩
期
）

佳

（唯
）
三
十
又
七
年
正
月
初
吉
庚
成
、
王
才

（在
）
周
各
図
室
。
南
宮
乎

（呼
）
入
、
右
善

（膳
）
夫
山
、
入
門
、
立
中
廷

（庭
）、
北
郷

（響
）。
王
子

（呼
）
史
奉
作
令

（命
）
山
。
王
日
、
山
。
令
女

（汝
）
官

（管
）
嗣

（司
）
飲
献
人
干
見
、
用
乍

（作
）
憲
司
貯
。
女

（汝
）
敢
不
善
。
易
女

（汝
）
玄
衣

・
怖
屯

（純
Ｙ

赤
市

（絞
Ｙ

朱
黄

（蹟
Ｙ

絲

（量
）
済
。
山
拝
額



（稽
）
首
、
受
冊
、
侃
以
倍

（出
）
。
反
入
菫

（瑾
）
章

（章
）。
山
敢
対
揚
天
子
休
令
、
用
乍

（作
）
朕
皇
考
弔

（叔
）
碩
父
陣

鼎
。
用
賜
匈
眉
寿
綽
結
、
永
令
霊
冬
、
子
子
孫
孫
永
宝
用
。

《
銘
文
選
》
は
膳
夫
山
へ
の
王
命
を
、
飲
は
地
名
、
景
は
飲
の
地
名
、
献
人
は

『尚
書
』
大
詰
の

「民
献
」
で
士
大
夫
、
憲
は

『左
伝
』

一表
公
二
十
八
年
の

「此
君
之
憲
令
」
の
憲
で
法
令
、
貯
は
貯
積
で
、
司
貯
は
賦
税
回
蓄
の
官
員
を
管
理
す
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
見
と

憲
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
が
、
他
に
つ
い
て
は
少
し
く
疑
間
が
あ
る
。
膳
夫
は
、
『周
礼
』
天
官

・
膳
夫
に
よ
れ
ば
、
王
の

食

・
飲

・
膳

・
羞
を
管
掌
す
る
職
で
あ
り
、
金
文
の

「飲
」
は
例
え
ば

〈
余
賠
速
児
鐘
〉
穴
集
成
》
“
い
、
日〓
、
い日
、
ド駅
）
の

「楽
我

父
兄
、
飲
訂

（歌
）
迎

（舞
と

の
よ
う
に
飲
酒
の
義
な
の
で
、
「飲
献
人
」
は
酒
を
作
り
献
上
す
る
人
即
ち
醸
造
人
、
貯
は
そ
の
原
料
に

な
る
積

（穀
栗
）
を
蓄
蔵
し
て
い
る
倉
庫
で
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
つ
て
、
「令
汝
官

（管
）
飼

（司
）
飲
献
人
千
見
、
用
作
憲
司
貯
」

は
、
「見
の
醸
造
人
を
管
司
し
、
そ
の
守
る
べ
き
法
令
を
作
り
、
穀
栗
の
倉
庫
を
司
れ
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑭

〈
毛
公
鼎
〉
《
集
成
》
滅
含

（西
周
晩
期
）

‥
…
・、
王
日
、
父
唐
、
今
余
佳

（唯
）
籠

（申
）
先
王
命
、
命
女

（汝
）
亜

（極
）

一
方
、
宏
我
邦
我
家
、
女

（汝
）
傾
干

政
、
勿
雖

（え
）
還
、
庶
人
貯

（積
）、
母
敢
聾

（供
）
案

（嚢
）、
聾

（供
）
案

（嚢
）
廼
教

（侮
）
鰈
寡
、
善
効
乃
友
正
、
母

敢
涵
干
酉

（酒
）
、
女

（汝
）
母
敢
家

（墜
）
、
才

（在
）
乃
服
、
囲

（格
）
夙
夕
、
敬
念
王
畏

（威
）
不
賜

（易
）
、
女

（汝
）

母
弗
帥
用
先
王
乍

（作
）
明
井

（型
）
、
俗

（欲
）
弗
昌

（以
）
乃
辟
由

（陥
）
干
難

（歎
）
、
王
日
、
父
店
、
…
…

⑭
の

「庶
人
貯
母
敢
聾
案
」
の
庶
人
貯
は
、
庶
人
が
所
有
し
て
い
る
貯
積

（穀
栗
）
の
こ
と
。
案
は
、
嚢
と
互
訓

（『説
文
解
字
』
木

部
に

「案
、
嚢
也
」
、
「嚢
、
案
也
」
と
云
う
）
し
、
『周
易
』
坤

「六
四
、
括
嚢
、
無
咎
無
誉
」
の
孔
穎
達
疏
に

「嚢
所
以
貯
物
」
、
『管

子
』
任
法

「皆
嚢
於
法
以
事
其
主
」
の
ヂ
知
章
注
に

「嚢
者
、
所
以
敏
戒
也
」
と
あ
り
、
収
敏
し
て
貯
蔵
し
て
い
る
物
、
即
ち
上
文
の
貯

積
と
同
義
で
あ
る
。

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一



「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

「教

（侮
）
鰈
寡
」
は

『尚
書
』
康
詰

「
不
敢
侮
鰈
寡
」
の

「侮
鰈
寡
」
に
相
当
す
る
。
孔
安
国
伝
は

「不
慢
鰈
夫
寡
婦
」
と
云
う

が
、
『説
文
解
字
』
人
部
の

「侮
、
傷
也
」
の
方
が
意
が
通
る
。
鰈
寡
は
具
体
的
に
鰈
夫
寡
婦
を
指
す
の
で
は
な
く
、
働
き
手
が
少
な
い

貧
窮
者
の
象
徴
的
表
現
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

つ
て
、
「庶
人
貯

（積
）
母
敢
襲

（供
）
案

（嚢
）
、
聾

（供
）
案

（嚢
）
廼
教

（侮
）
鰈
寡
、
善
効
乃
友
正
、
母
敢
涵
干
酉

（酒
と

は
、
「庶
人
の
貯
積

（穀
粟
）
は
、
そ
の
貯
蔵
物
を
供
出
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
貯
蔵
物
を
供
出
さ
せ
た
ら
、
貧
窮
者
を
毀
傷
す

る
こ
と
に
な
る
。
汝
の
僚
友
と
正
長
に
よ
く
倣
い
、
酒
に
沈
涵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
王
命
に
は
飲
酒
の
戒
め

も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
重
点
は
庶
人
が
所
有
し
て
い
る
穀
栗
か
ら
の
苛
敏
誅
求
を
戒
め
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑮

〈
分
甲
盤
〉
（宣
王
五
年
）
《
集
成
》
８
葛
ヽ

住

（唯
）
五
年

三
月
既
死
覇
庚
寅
、
王
初
各

（格
）
伐
厳

（猫
）
軌

（貌
）
干
岳
膚
。
分
甲
炊
王
折
首
執
略

（訊
）
。
休
亡

敗
。
王
易

（錫
）
今
甲
馬
四
匹

・
駒
車
。
王
令

（命
）
甲
政

（征
）
辞

（治
）
成
周
四
方
賓

（積
）
、
至
干
南
淮
戸

（夷
）。
淮
戸

（夷
）
旧
我
員

（畠
）
晦

（賄
）
人
。
母
敢
不
出
其
員

（吊
）
其
賓

（積
）
其
進
人
。
其
貯
母
敢
不
即

（就
）
麟

（次
）
即

（就
）

市
。
敢
不
用
令

父
じ
、
則
即
井

（刑
）
贋

（撲
）
伐
。
佳

（唯
）
我
者

（諸
）
侯
百
生

（姓
）
、
率

（販
）
貯
母
不
即

（就
）

市
、
母
敢
或

（有
）
入
絲

（蛮
）
室
貯
、
則
亦
井

（刑
）
。
分
白

（伯
）
吉
父
乍

（作
）
般

（盤
）
、
其
眉
寿
万
年
無
彊

（彊
）
、

子
子
孫
孫
永
宝
用
。

王
命
は
、
成
周
の
四
方
の
積
を
徴
収
し
、
南
淮
夷
に
ま
で
及
べ
と
い
う
命
令
か
ら
始
ま
る
。

「淮
夷
旧
我
員
晦
人
。
母
敢
不
出
其
員
其
積
其
進
人
」
は
、
淮
夷
は
昔
か
ら
員

・
晦
を
貢
納
す
る
義
務
を
有
す
る
の
で
、
其
員

・
其
貯

・
其
進
人
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

員
は

〈
乖
伯
段
〉
穴
集
成
》
お
〓
）
コ
一月
、
眉
放
至
見
、
献
貴
」
に
貴
に
作
る
よ
う
に
畠
字
の
別
体
で
あ
る
。
晦
は
、
『儀
礼
』
聘
礼



「賄
、
在
聘
干
賄
」
の
鄭
玄
注
に

「古
文
賄
皆
作
悔
」
と
あ
り
、
「賄
」
と
通
用
す
る
。
賄
は
、
『爾
雅
』
釈
言

「賄
、
財
也
」
の
郡
諮
行

義
疏
に

「財
、
賄
実
泉
畠
穀
栗
之
通
名
実
」
と
あ
り
、　
一
般
に
は
泉
畠
穀
栗
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
晦

（賄
）
は
田
を
意
符
に
し
て
い

る
の
で
、
田
と
関
係
あ
る
穀
栗
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
積

（穀
栗
）
は
上
文
の
晦
と
同
じ
。
進
人
に
は

「力
役
の
征
」
と
い
う

（Ю
）

解
釈
が
あ
る
。
確
か
に
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
進
に
は
進
上
の
義
が
あ
る
の
で
、
貢
物
を
進
上
す
る
た
め
の
運
搬
人
を
い
う

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
文
の
員
晦
に
は
人
或
い
は
入
力
の
貢
納
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
貢
納
に
は
運
搬
が
必
要
で
あ
る
が
、
後
世
で
も

運
搬
は
納
入
す
る
側
が
負
担
し
て
い
る
の
で
、
南
淮
夷
は
貢
物
の
献
上
と
そ
の
運
搬
人
の
提
供
が
義
務
と
し
て
課
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思

つヽ
。「其

貯
母
敢
不
即

（就
）
帥

（次
）
即

（就
）
市
。
敢
不
用
命
、
則
即

（就
）
井

（刑
）
撲
伐
」
は
、
貯
は
帥

（次
）
と
市
に
供
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
供
出
し
な
か
っ
た
ら
刑
を
適
用
し
て
撲
伐
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
貯
は
、
上
文
の
晦

・

積
と
同
じ
穀
栗
。
訪

（次
）
は
、
⑫

〈
中
瓶
〉
に

「在
部
自

（師
）
帥

（次
と

と
あ
る
よ
う
に
、
『左
伝
』
荘
公
三
年

「几
師

一
宿
為

舎
、
再
宿
為
信
、
過
信
為
次
」
に
云
う
次
で
、
軍
の
駐
屯
地
で
あ
る
。

（ｎ
）

高
明
氏
は

「凡
我
諸
侯

・
百
姓
倣
売
買
不
就
市
、
或
入
蛮
邦
従
事
不
正
当
貿
易
者
、
同
受
刑
罰
処
罰
」
と
解
す
る
が
、
売
買
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
市
で
売
買
す
る
の
が
当
然
な
の
で
、
当
然
の
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
求
め
た
と
は
思
え
な
い
。

『周
礼
』
地
官

・
遺
人
に

遺
人
掌
邦
之
委
積
、
以
待
施
恵
。
郷
里
之
委
積
、
以
血
民
之
難
随
。
門
関
之
委
積
、
以
養
老
。
遠
郊
里
之
委
積
、
以
待
賓
客
。
野

部
之
委
積
、
以
待
署
旅
。
県
都
之
委
積
、
以
待
凶
荒
。
凡
賓
客

・
会
同

・
師
役
、
掌
其
道
路
之
委
積
。
凡
国
野
之
道
、
十
里
有
慮
、

慮
有
飲
食
、
三
十
里
有
宿
、
宿
有
路
室
、
路
室
有
委
、
五
十
里
有
市
、
市
有
候
館
、
候
館
有
積
。

と
あ
り
、
鄭
玄
注
に

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

慮
若
今
野
候
、
徒
有
賓
也
、
宿
可
止
宿
、
若
今
亭
有
室
実
。
候
館
楼
可
以
観
望
者
也
。　
一
市
之
間
有
三
慮

一
宿
。
凡
委
積
之
事
、

巡
而
比
之
、
以
時
頒
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
周
代
の
市
は
、
交
通

・
輸
送
路
に
沿

つ
た
大
邑
や
小
邑
に
ほ
ぼ
五
十
里
ご
と
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は

候
館
と
呼
ば
れ
る
旅
舎
が
あ
り
、
委
積

（蒻

・
穀
栗

・
薪
な
ど
）
が
蓄
え
ら
れ
て
い
た
と
云
う
。
⑮
の

「其
貯
母
敢
不
即
訪

（次
）
即

市
」
と
は
、
そ
れ
ら
市
の
候
館
と
周
の
派
遣
軍
の
駐
屯
地
で
あ
る
次
に
貯

（穀
栗
）
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
前
者
は
貢
納
品
の
輸
送
や
王
使
の
通
行
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
り
、
後
者
は
軍
の
行
動
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
王
と
周
の
た
め
に
採
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
。
続
く

「敢
不
用
命
、
則
即
刑
撲
伐
」
は
、
そ
の
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
ら
種
々
の
支
障

が
起
こ
る
の
で
、
重
罪
に
処
し
、
征
伐
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
義

務
が
呆
た
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
⑮
の

「其
唯
我
諸
侯
百
姓
」
以
下
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑩

〈
頌
壺
〉
《
新
収
》
も
Ｓ

（西
周
晩
期
）

佳
三
年
五
月
既
死
覇
甲
成
、
王
才

（在
）
周
康
郡
宮
。
旦
、
王
各
大
室
、
即
立
。
宰
弘
右
頌
、
入
門
、
立
中
廷
。
ヂ
氏
受
王
令

（命
）
書
。
王
乎

（呼
）
史
顎
生
、
冊
令

（命
）
頌
。
王
日
、
頌
、
令

（命
）
女

（汝
）
官

（管
）
嗣

（司
）
成
周
貯
廿
家
、
監

嗣

（司
）
新
造
貯
、
用
宮
御
。
易
女
玄
衣

・
市
屯

・
赤
市

・
朱
黄

（蹟
Ｙ

絲

（量
）
旅

・
依

（笙
）
勒
、
用
事
。
頌
拝
稽
首
、

受
令

（命
）
書
冊
、
侃
以
出
、
反
入
菫

（瑾
）
章

（章
）。
頌
敢
対
揚
天
子
不
顕
魯
休
、
用
乍

（作
）
朕
皇
考
聾
叔

・
皇
母
聾
始

宝
陣
壺
。
用
追
考
、
葡
匈
康
霞
屯

（純
）
右

（佑
）
、
通
条

（禄
）
永
令

（命
）。
頌
其
万
年
眉
寿
、
唆
臣
天
子
、
需

富
こ

冬

（終
）
。
子
子
孫
孫
宝
用
。

銘
文
中
の
貯
は
、
助
数
詞

「家
」
の
使
用
か
ら
分
か
る
よ
う
に
穀
栗
を
貯
蔵
し
て
お
く
倉
庫
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「命
汝
管
嗣
成



周
貯
廿
家
、
監
嗣
新
造
貯
」
は
、
「成
周
の
既
存
の
二
十
棟
の
倉
庫
を
管
嗣

（司
）
す
る
外
に
、
新
し
い
倉
庫
の
建
設
を
監
督

・
管
嗣
せ

よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

第
三
節
　
貯
と
服
　
―
貢
納
ト

行
論
の
都
合
上
か
ら
上
記
の
二
節
で
扱
い
残
し
た
部
分
を
検
討
す
る
。

⑫
で
は

「命
汝
管
嗣
成
周
貯
廿
家
、
監
嗣
新
造
貯
」
に
続
い
て

「用
宮
御
」
と
命
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
貯
の
貯
蔵
物
を

「宮
御
」
に

用
い
よ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
時
の
御
は
、
『荀
子
』
大
略

「天
子
御
誕
、
諸
侯
御
荼
」
の
楊
僚
注
に

「御
、
服
皆
器
用
之
名
、
尊

者
謂
之
御
」
、
『尚
書
』
顧
命

「御
王
冊
命
」
の
茶
沈
集
伝
に
引
く
蘇
氏
の
説
に

「凡
王
所
臨
、
所
服
用
皆
曰
御
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
子

の
服
用

・
器
用
を
云
う
。
し
た
が
っ
て
、
「用
宮
御
」
と
は
貯
積
を
宮
中
と
王
の
用
に
供
せ
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の

「用
宮
御
」

と
い
う
語
は
近
出
の

〈
速
盤
〉
と

〈
四
十
三
年
速
鼎
〉
に
も
見
え
る
。

⑫

〈
速
盤
〉
《
新
収
》
ｄ
呵
ム
～
い

…
…
王
若
日
、
速
。
不

（盃
）
顕
文
武
雁

（鷹
）
受
大
令

（命
）
、
制

（敷
）
有
四
方
、
則
誅

（孫
）
佳

（唯
）
乃
先
聖
考
爽

畳

（召
）
先
王
、
彙

（勲
）
菫

（勤
）
大
令

（命
）
。
今
余
佳

（唯
）
至

（経
）
乃
先
祖
考
、
籠

（申
）
事

（就
）
乃
令

（命
）
、

令

（命
）
（汝
）
疋

（骨
）
竺

（栄
）
兌
殺

（摂
）
嗣

（司
）
四
方
呉

（虞
Ｙ

答

（林
）
、
用
宮
御
。
易

（錫
）
女

（汝
）
赤
市

（絞
）
・
幽
黄

（衡
Ｙ

依

（笙
）
勒
。
速
敢
対
天
子
不

（盃
）
顕
魯
休
、
揚
用
乍

（作
）
朕
皇
考
障
般

（盤
）
。
用
追
享
考

（孝
）

干
前
文

人
、
前
文
人
厳
才

（在
）
上
、
越
才

（在
）
下
、
豊
豊
彙
彙
、
降
速
魯
多
福
、
眉
寿
綽
結
、
受

（授
）
余
康
虜
屯

（純
）
、
通
条

（禄
）
永
令

（命
）
需

富
じ

久
ヽ
（終
）
。
速
晩

（唆
）
臣
天
子
。
子
子
孫
孫
永
宝
用
享
。

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



「貯
」
と

「服
」

一
八

⑬

〈
四
十
三
年
速
鼎
〉
《
新
収
》
ヾ
呵
ム
～
Ｎ
、
ぺ
∞
～
ｄ
い

佳

（唯
）
廿
又
三
年
六
月
既
生
覇
丁
亥
、
王
才

（在
）
周
康
宮
穆
宮
。
旦
、
王
各

（格
）
周
廟
、
即
立

（位
）
。
飼

（司
）
馬

寿
右

呉

（虞
）
速
、
入

門
立

（位
）
中
廷

（庭
）
、
北
郷

（響
）
。
史
減
受

（授
）
王
令

穴
じ

書
。
王
子

（呼
）
ヂ
氏
冊
令

（命
）
速
。
王
若
日
、
速
。
不

（盃
）
顕
文
武
雁

（店
）
受
大
令

（命
）
、
旬

（敷
）
有
四
方
、
則
訴

（縣
）
佳

（唯
）
乃
先
聖
考

爽
豊

（召
）
先
王
、
彙

（勲
）
菫

（勤
）
大
令

（命
）
、
霙
周
邦
。
律

（卑
）
余
弗
望

（忘
）
聖
人
孫
子
、
昔
余
既
令

（命
）
女

（汝
）
疋

（膏
）
雙

（栄
）
兌
殺

（摂
）
嗣

（司
）
四
方
呉

（虞
Ｙ

答

（林
）
、
用
宮
御
。
今
余
佳

（唯
）
菫

（経
）
乃
先
祖
考

有
彙

（勲
）
干
周
邦
、
語

（申
）
事

（就
）
乃
令

（命
）
、
官

（管
）
嗣

（司
）
暦

（歴
）
人
、
母
敢
妄
寧
、
虔
夙
夕
、
東

（恵
）

離

（え
）
我
邦
小
大
猷
、
零
乃
専
政
事
、
母
敢
不
粛
不
井

（型
）
。
…
…

い
ず
れ
の
場
合
も
、
四
方
の
虞

・
林
の
管
司
と
、
そ
の
管
司
か
ら
得
た
物
を
宮
御
に
用
い
よ
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
西
周
時
代
の
虞

・

林
の
職
務
内
容
を
記
し
た
金
文
は
な
い
が
、
そ
の
職
が
供
す
る
物
は

『周
礼
』
地
官
の
山
虞

・
林
衡

・
川
衡

・
沢
虞
か
ら
推
測
で
き
る
。

鄭
玄
注
に
よ
れ
ば
、
山
虞

・
林
衡
は
木
材
、
川
衡
は
魚
鯖
蜃
蛤
、
沢
虞
は
皮
角
珠
貝

・
芹
卯
稜
爽
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
疏
菜
類

・
魚

類
な
ど
の
生
も
の
は
す
ぐ
消
費
さ
れ
る
物
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
長
期
蓄
蔵
に
耐
え
る
物
は
穀
栗
と
同
様
に
成
周
の
倉
庫
に
蓄
蔵
さ
れ
、

時
に
応
じ
て
服
用

・
器
用
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
周
邦
内
の
虞

・
林
を
管
轄
す
る
虞
速
が

「
四
方
」
即
ち
周
邦
外
の
虞

・
林
を
も
管
司
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
⑮
で
も
、
今
甲
は

「
四
方
」
の
積
の
徴
収
と
そ
の
管
司
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
周
王
が
周

邦
内
だ
け
で
な
く
、
邦
外
の
農
桔
の
利
と
山
林
川
沢
の
利
を
徴
収
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て

〈
作
冊
令
方
葬
〉
を
見
て
み
よ
う
。



⑩

〈
作
冊
令
方
葬
〉
《
集
成
》
３
８

（西
周
早
期
）

佳

（唯
）
八
月
、
辰
才

（在
）
甲
申
、
王
令

（命
）
周
公
子
明
保
ヂ
三
事
四
方
、
受

（授
）
卿
事
奈
。
丁
亥
、
令

（命
）
矢
告

膏

（干
）
周
公
宮
、
公
令
、
待

（出
）
同
卿
事
寮
、
佳

（唯
）
十
月
月
吉
癸
未
、
明
公
朝
至
膏

（干
）
成
周
、
待

（出
）
令

（命
）
、
舎
三
事
令
。
呆
卿
事
寮
呆
者
ヂ
呆
里
君
呆
百
工
呆
者

（諸
）
侯
侯
田
男
。
待

（出
）
四
方
令

（命
）。
既
成
令

（命
）
、
甲

申
、
明
公
用
牲
膏

（干
）
京
宮
、
乙
酉
、
用
牲
研

（干
）
康
宮
、
成
既
、
用
牲
膏

（干
）
王
、
明
公
帰
自
王
、
明
公
易
克
師
巴
金

牛
、
日
用
藤

（祓
）
、
易
令
巴
金
牛
、
日
用
藤

（祓
）
、
廼
令

（命
）
日
、
今
我
唯
令
女
二
人
、
克
呆
矢
爽

（尚
）
有

（左
）
右
軒

（千
）
乃
寮
、
昌

（以
）
乃
友
事
、
作
冊
令
、
敢
明
公
ヂ
率

（販
）
宣
、
用
乍

（作
）
父
丁
宝
障
舞
、
敢
追
明
公
賞
引

（予
）
父

丁
、
用
光
父
丁
　
鳥
冊

こ
の
⑩
に
は
、
周
公
の
子
の
明
保
が
周
王
の
命
に
よ
っ
て
成
周
に
赴
い
て
三
事
令
と
四
方
令
を
発
布
し
た
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
こ
こ

に
見
え
る
三
事
令

・
四
方
令
は
周
の
政
治

・
軍
事

・
経
済
に
関
す
る
根
幹
的
な
法
令
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
卿
事

寮
以
下
の
百
官
や
諸
侯
た
ち
を
わ
ざ
わ
ざ
成
周
に
動
員
し
て
ま
で
発
布
し
た
は
ず
が
な
い
。
三
事
と
は
参
有
嗣

（嗣
土

・
嗣
馬

・
嗣
工
）

を
指
す
。
そ
の
中
の
嗣
土
に
は

〈
免
笠
〉
に
、

人
免
笛
〉
《
集
成
》
よ
８

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
三
月
既
生
覇
乙
卯
、
王
才

（在
）
周
。
令

（命
）
免
乍

（作
）
嗣

（司
）
土

（徒
）
、
嗣

（司
）
貧

（鄭
）
還

（県
）

散

（林
）
呆
呉

（虞
）
求
牧
。
易

（錫
）
哉

（織
）
衣

・
絲

（攣
）。
対
揚
王
休
、
用
乍

（作
）
旅
算
葬
。
免
其
万
年
永
宝
用
。

と
あ
り
、
属
下
に
林
と
虞
の
職
が
あ
る
。
⑩
に
よ
る
と
、
こ
の
嗣
土
の
属
下
の
虞
職
に
あ
っ
た
虞
速
が
四
方
の
虞

・
林
の
管
司
を
も
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
参
有
嗣
が
属
下
を
通
じ
て
四
方
を
も
管
理
し
て
い
た
こ
と
の
一
端
を
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
周
邦
内
を
管
司

す
る
参
有
嗣
が
そ
の
属
下
を
通
じ
て
四
方
を
も
管
司
す
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
体
制
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
三
事
令
と
四
方
令
が
同
時

「貯
」
と

「服
」

一
九



「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇

に
、
し
か
も
百
官
だ
け
で
な
く
、
諸
侯
立
ち
会

い
の
も
と
で
同
時
に
発
布

・
施
行
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

話
題
を
戻
そ
う
。
⑩

の
場
合
、
新
設
の
倉
庫
を
加
え
て
最
終
的
に
幾

つ
に
な

っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
か
な
り
の
数
に
上

っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
倉
庫
群
は
そ
の
数
の
多
さ
か
ら
秦

の
放
倉
を
想
起
さ
せ
る
。
放
倉
は
、
『史
記
正
義
』
に
引
く
括
地
志
に

「放
倉
在
鄭
州
榮
陽
県
西
十
五
里
。
県
門
之
東
北
臨
沐
水
、
南
帯
三
皇
山
、
秦
時
置
倉
干
放
山
、
名
放
倉
云
」
と
あ
り
、
天
下
の
穀
栗
を

集
め
た
倉
庫
群
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
周
の
倉
庫
群
は
秦
の
放
倉
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
小
規
模
で
あ
る
。
し
か
し
、
地

理
的
に
は
同
じ
く
中
国
中
央
部
に
あ
る
の
で
、
中
国
全
土
か
ら
穀
栗
を
集
め
た
放
倉
と
同
じ
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ

Ｚω
。次

に
⑮

の
後
半
部
を
検
討
す
る
。
「唯
我
諸
侯
百
姓
、
販
貯
母
不
即
市
」
の
即
市
と
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
候
館

へ
笏

・
穀
栗

・
菜

・

薪
を
供
給
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
部
分
は
交
通

ｏ
輸
送
路
の
確
保
は
重
要
な
の
で
、
諸
侯
も
百
官
も
供
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

定
王
使
単
襄
公
聘
干
宋
。
遂
仮
道
於
陳
、
以
聘
於
楚
。
火
朝
設
実
、
道
弗
不
可
行
也
。
候
不
在
彊
、
司
空
不
視
塗
、
沢
不
陵
、
川

不
梁
、
野
有
庚
積
、
場
功
未
畢
、
道
無
列
樹
、
墾
田
若
薮
、
膳
宰
不
致
飾
、
司
里
不
授
館
、
国
無
寄
寓
、
県
無
施
舎
、
民
将
築
台
干

夏
氏
。

『
国
語
』
周
語
中
に
見
え
る
こ
の
説
話
に
は
、
夏
姫
の
乱
直
前
に
、
陳
に
道
を
借
り
て
楚
に
赴
こ
う
と
し
た
単
公
が
見
聞
し
た
陳
の
国

情
が
描
か
れ
て
い
る
。
陳
公
が
夏
姫
に
溺
れ
て
政
務
を
顧
み
な
か

っ
た
た
め
に
、
侯
館
に
穀
粟
が
供
給
さ
れ
ず
、
国
都
に
も
県
に
も
国
境

に
も
旅
舎
が
無
く
な

っ
た
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
旅
舎

へ
の
供
給
が
途
絶
し
た
ら
、
王
の
使
者
さ
え
こ
の
よ
う
に
往
来
に
支
障
を
来
す
の

で
あ
る
。
貢
の
輸
送
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く

「母
敢
有
入
蛮
空

（究
）
貯
」
の
蛮
は
南
淮
夷
を
指
す
。
室
は
究
の
繁
体
で
、
『説
文
解
字
』

｛
部
の

「完
、
姦
也
。
外



為
盗
、
内
為
究
」
に
よ
れ
ば
、
盗
の
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は

「南
淮
夷
の
領
域
に
入
っ
て
貯
積
を
盗
む
な
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
西
周
中
期
以
後
、
淮
夷
や
南
淮
夷
の
反
乱
が
頻
発
し
、
周
が
そ
の
鎮
圧
に
奔
走
し
て
い
る
様
が
金
文
に
見
ら
れ
る
が
、
諸
侯
や
百

姓
の
こ
の
よ
う
な
盗
賊
的
行
為
に
も
原
因
の
一
端
が
あ
っ
た
。

⑩

〈
駒
父
須
蓋
〉
《
集
成
》
ミ
獄

（西
周
晩
期
）
も
ヾ
年
陳
西
省
武
功
県
回
竜
村
周
代
遺
祉

佳

（唯
）
王
十
又
八
年
正
月
、
南
中

（仲
）
邦
父
令

（命
）
駒
父

「段

（即
）
南
者

（諸
）
侯
、
運

（率
）
高
父
見
淮
戸

（夷
）
、
率

（蕨
）
取
率

（販
）
艮

（服
）
、
菫

（謹
）
戸

（夷
）
俗
、
遂
不
敢
不
荀

（敬
）
畏
王
令

（命
）
、
逆
見
我
、
率

（蕨
）

献
率

（販
）
艮

（服
）
。
我
乃
至
干
淮
、
小
大
邦
亡
敢
不
炊

（妓
）
具

（倶
）
逆
王
令

（命
と
。
四
月
景

雀
Ｅ

至
干
察
、
乍

（作
）
旅
行
。
駒
父
其
万
年
永
用
、
多
休
。

⑩
に
は
、
王
が
駒
父
に
南
諸
侯
に
赴
き
、
高
父
を
率
い
て
淮
夷
を
視
察
し
、
そ
の
服
を
徴
収
せ
よ
と
命
じ
、
駒
父
が
命
を
果
た
し
て
帰

っ
て
き
た
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
服
は
、
周
側
か
ら
は
徴
収
す
る
も
の
、
淮
夷
側
か
ら
は
献
ず
る
も
の
と
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に

「貢
」
を
表
す
語
で
あ
る
。
⑮
で
見
た
よ
う
に
、
淮
夷
の
服
は
吊

・
積
と
進
人
の
三
者
で
あ
る
。

④

〈
士
山
盤
〉
《
新
収
》
願
歓

西
周
中
期

佳

（唯
）
三
十
又
六
年
九
月
既
生
覇
甲
申
、
王
才

（在
）
周
新
宮
。
王
各

（格
）
大
室
、
即
立

（位
）。
士
山
入
門
、
立

（位
）

中
廷

（庭
）
、
北
郷

（響
）。
王
乎

（呼
）
乍

（作
）
冊
ヂ
冊
令

（命
）
士
日
、
予
菫
侯
、
待

（出
）
追

（徴
）
菫

（郡
Ｙ

初

（荊
）
甲
服
、
求
大
虐
服
、
履
服
、
六

・
撃
服
。
菫
侯

・
菫

・
甲
賓
貝

・
金
。
山
拝
額

（稽
）
首
、
敢
対
揚
天
子
子
不

（盃
）
顕

休
、
用
乍

（作
）
文
考
産
中

（仲
）
宝
陣
盤
益
、
山
其
万
年
永
用
。

②
で
は
、
士
山
が
菫
侯
を
経
て
郡
以
下
の
地
に
赴
き
、
服
を
徴
収
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
徴
収
の
対
象
の
う
ち
郡
は
、
春
秋

金
文
で
は
郡
と
記
さ
れ
る
。
『左
伝
』
信
公
二
十
五
年

「秋
、
秦
晋
伐
郡
」
の
杜
預
注
が

「本
在
商
密
、
秦
楚
界
上
小
国
、
其
後
遷
於
南

「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



「貯
」
と

「服
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一

郡
郡
県
」
と
云
う
の
が
正
し
け
れ
ば
、
都
は
西
周
時
代
に
は
商
密

（今
の
河
南
省
浙
川
県
の
西
南
）
に
あ

つ
た
。
荊
甲
は
荊
山
の
近
く
に

在

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
地
望
不
詳
。
大
虐
は
殷
代
の
敵
方

・
虐
方
の
後
裔
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
地
望
は
不
詳
。
履
も
華
も
や
は

り
不
詳
。
六
は

『左
伝
』
文
公
五
年

「楚
人
滅
六
」
の
杜
預
注
に

「
六
国
、
今
慮
江
六
県
」
と
あ
り
、
今
の
安
徽
省
六
安
県
に
あ

っ
た
。

都
と
六
を
結
ぶ
線
は
淮
水
の
や
や
南
に
あ
り
、
そ
の
東
半
分
は
淮
水
の
上
淋
と
ほ
ぼ
平
行
す
る
の
で
、
地
望
不
詳
の
国
々
が
そ
の
線
上
に

在

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
淮
水
の
南
に
位
置
す
る
か
ら
、
南
淮
夷
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
諸
方
邦
か
ら
徴
収
さ
れ
る
服
も
吊

・
積
と
進
人
の
三
者
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
服
は
徴
収
さ
れ
る
側
に
と

っ
て
は
極
め
て
重
い
も
の
で
あ

っ
た
。

⑫

〈
散
段
〉
《
集
成
》
お
田

（西
周
晩
期
）

佳

（唯
）
王
十
月
、
王
才

（在
）
成
周
。
南
淮
戸

（夷
）
遷

（却
）
風

（服
）
、
内
伐
涸

・
昴

・
参

・
泉

・
裕

・
敏

・
浩

（陰
）

易

（陽
）
洛
。
王

令

（命
）
散
追
迎

（御
）
干

上

洛
想
谷
、
至

干

伊

班
。
影
構

（榜
＝
妨
）
議
首
、
執
嚇

（訊
）
＝
、
奪

年

（件
）
人
四
百
、
書
干
竺

（栄
）
白

（伯
）
之
所
。
干
斯
衣
、
諒
復
付
率

（販
）
君
。
佳

（唯
）
王
十
又

一
月
、
王
各

（格
）
成

周
太
廟
。
武
公
入
右
散
。
告
禽

（檎
）
、
武

（馘
）
百
嘔

（訊
）
＝
。
王
蔑

（蔑
）
暦

（歴
）
。
事

（使
）
ヂ
氏
受

（授
）
過
歌
高

圭
□
貝
五
十
朋
。
易

（錫
）
田
干
餃
五
十
田
、
千
早
五
十
田
。
散
敢
対
揚
天
子
休
。
用
乍

（作
）
障
段
。
敵
其
万
年
子
子
孫
孫
永

宝
用
。

銘
文
中
の
遷
は
、
『左
伝
』
一装
公
十
四
年

「晋
人
謂
之
遷
延
之
役
」
の
杜
預
注
に

「遷
延
、
却
退
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「却
」
の
義
で
あ

る
。
⑫
は
、
淮
夷
が
反
乱
を
起
こ
し
て
洛
水
の
流
域
に
攻
め
入
り
、
鏑
京
近
く
の
上
洛

（上
雛
、
今
の
陳
西
省
商
県
）
ま
で
侵
攻
し
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
反
乱
を
招

い
た
原
因
は
、
「風

（服
）
を
遷

（却
）
け
」
と
あ
る
よ
う
に
反
乱
を
起
こ
し
て
ま
で
拒

否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重

い
服
の
負
担
に
あ

っ
た
。
こ
の
重
い
服
に
諸
侯

・
百
官
か
ら
の
略
奪
が
加
わ
れ
ば
、
そ
の
惨
状
は
想
像



に
余
り
あ
る
。

人
師
責
設
〉
《
集
成
》
お
お
、
お
〓

（西
周
晩
期
）

王
若
日
、
師
責
、
受

（於
）
、
淮
戸

（夷
）
話

（旧
）
我
員
晦

（賄
）
臣
。
今
敢
博

（博
）
率

（販
）
衆
眼

（夏
）
、
反

（返
）

率

（販
）
工

（貢
）
事

（使
）
、
弗
速

（蹟
）
我
東
或

（国
）。
今
余
肇
令

（命
）
女

（汝
）
連

（率
）
齊
雨

（師
）
・
異

（紀
Ｙ

警

（茉
Ｙ

焚
、
尿

（殿
）
左
右
虎
臣
、
正

（征
）
淮
戸

（夷
）。
即
賓

（劾
）
率

（販
）
邦
獣

（酋
）
、
日
再
、
日
弊
、
日
鈴
、

日
達
。
師
寅
虔
不
家

（墜
）
。
夙
夜
岬

（血
）
率

（販
）
惜

（将
）
事
。
休
既
又

（有
）
工

（功
）。
折
首
執
嚇

（訊
）
、
無
謀
徒

駿

（駅
）
、
殴
年

（件
）
士
女

・
羊
牛
。
学

（件
）
吉
金
。
今
余
弗
眼

（選
）
組

（狙
）
。
余
用
乍

（作
）
朕
後
男
鼠
陣
段
。
其
萬

年
子
子
孫
孫
、
永
宝
用
享
。

（‐４
）

こ
の

〈
師
責
段
〉
に
は
、
淮
夷
が
衆

（庶
）
限

（夏
）
を
攻
撃
し
た
こ
と
、
貢
を
促
す
使
者
を
追
い
返
し
て
、
東
国
に
立
ち
入
ら
せ
な

か
っ
た
こ
と
、
斉
や
紀
な
ど
の
東
方
諸
侯
を
動
員
し
て
淮
夷
を
伐
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
東
方
に
い
た
淮
夷
の
場
合
も
、
周
辺
庶

夏
を
攻
撃
し
、
貢
使
を
追
い
返
し
て
い
る
の
で
、
東
方
諸
侯
か
ら
の
略
奪
行
為
を
受
け
、
重
い
貢
に
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

金
文
の
服
に
は
以
下
の
用
例
も
あ
る
。

⑬

〈
井
侯
段
〉
《
集
成
》
も
含

（西
周
早
期
）

佳

（唯
）
三
月
、
王
令

（命
）
竺

（栄
）
呆
内
史
、
日
、
書

（介
）
井

（邪
）
侯
服
。
易

（錫
）
臣
三
品
、
州
人

・
重
人

・
草

（庸
）
人
。
拝
額

（稽
）
首
、
魯
天
子
。
母

（周
）
率

（販
）
瀕

（頻
）
福
、
克
奔
走
上
下
帝
、
無

（撫
）
令

（命
）
干
有
周
。

追
考

（孝
）
、
対
不
敢
家

（墜
）
。
印

（昭
）
朕
福
盟
、
朕
臣
天
子
、
用
典
王
令

（命
）
、
乍

（作
）
周
公
彙
。

②

〈
番
生
段
蓋
〉
《
集
成
》
お
減

（西
周
晩
期
）

不

（盃
）
顕
皇
祖
考
穆
穆
克
哲
率

（販
）
徳
、
厳
才

（在
）
上
、
広
啓
率

（販
）
孫
子
干
下
、
浦
干
大
服
。
番
生
不
敢
弗
帥
井
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（型
）
皇
祖
考
不

（盃
）
林

（巫
）
元
徳
、
用
籠

（申
）
囲

（格
）
大
令

（命
）
、
号

（屏
）
王
立

（位
）、
…
…

⑮

〈
班
段
〉
《
集
成
》
ヽ
〓
【
（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
八
月
初
吉
、
才

（在
）
宗
周
、
甲
成
、
王
令

（命
）
毛
白

（伯
）
更

（唐
）
顎
戦

（城
）
公
服
、
号
王
立

（位
）
乍

（作
）
四
方
亜

（極
）
、
乗
蘇

（繁
）
蜀
巣
令

（命
）
、
易

（錫
）
鈴
勒
、
成
。
…
…

④

〈
選
解
〉
《
集
成
》
ａ
ま

（西
周
中
期
）

佳

（唯
）
三
月
初
吉
乙
卯
、
王
才

（在
）
周
。
各

（格
）
大
室
、
成
、
井

（邪
）
弔

（叔
）
入
右
選
。
王
子

（呼
）
内
史
冊
令

（命
）
選
、
更

（廣
）
率

（販
）
祖
考
艮

（服
）。
…
…

②

〈
速
鐘
〉
《
新
収
》
ヨ
Ｎ
～
ヨ
ヽ
（西
周
晩
期
）

速
日
、
不

（盃
）
顕
朕
皇
考
克
階

（隣
）
明
率

（販
）
心
、
帥
用
率

（販
）
先
且

（祖
）
考
政
徳
、
享
辟
先
王
。
速
卸
干
率

（販
）
辟
、
不
敢
家

（墜
）
、
虔
夙
夕
、
敬
率

（販
）
死
事
。
天
子
菫

（経
）
朕
先
且

（祖
）
服
、
多
易

（錫
）
速
休
令

（命
）
、

⑬

〈
親
設
〉
『中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
六
年
第
三
期
、
封
面

（西
周
中
期
）

佳

（惟
）
廿
又
四
年
九
月
既
望
庚
寅
、
王
在
周
。
各

（格
）
大
室
、
即
立

（位
）、
嗣

（司
）
工

兌
こ

違
入
右
親
、
立
中
廷

（庭
）
、
北
郷

（響
）。
王
乎

（呼
）
作
冊
ヂ
乍

（作
）
籠

（申
）
令

（命
）
親
日
、
更

（唐
）
乃
祖
服
、
乍

（作
）
家
嗣

（司
）

馬
。
…
…

（
‐５
）

服
に
つ
い
て
楊
樹
達
は

「古
文
服
字
皆
用
為
職
事
之
義
、
故
旧
詰
多
訓
為
事
」
と
し
て
い
る
が
、
④
か
ら
④
ま
で
の
銘
文
の
場
合
、
文

義
か
ら
見
て
確
か
に
そ
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

服
の
二
つ
の
義
で
あ
る
職
と
貢
は
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
『淮
南
子
』
原
道

「
四
夷
納
職
」
の
高
誘
注
に

「職
、
貢
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
『国
語
』
魯
語
上
に

「職
貢
業
事
之
不
共
、
而
獲
戻
」
、
『国
語
』
魯
語
下
に

「昔
武
王
克



商
、
通
道
千
九
夷

・
百
蛮
、
使
各
以
其
方
賄
来
貢
、
使
無
忘
職
業
。
…
…
古
者
、
分
同
姓
以
珍
玉
、
展
親
也
。
分
異
姓
、
以
遠
方
之
職

貢
、
使
無
忘
服
也
」
、
『荘
子
』
漁
父
に

「貢
職
不
美
」
、
『周
礼
』
夏
官

・
大
司
馬
に

「施
職
分
貢
以
任
国
」
と
あ
る
よ
う
に
、
職
貢
が
同

義
の
連
語
に
な

っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

周
邦
内
に
い
る
百
官
や
邦
外
に
い
る
諸
侯
が

「職
」
を
以
て
王
に
服
事
す
る
の
に
対
し
、
さ
ら
に
遠
方
に
い
る
夷
蛮
は

「貢
」
で
以
て

王
に
服
事
す
る
。
そ
の
服
事
の
仕
方
は
違

っ
て
も
、
王
に
服
事
す
る
こ
と
自
体
に
は
違
い
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
職

・
貢
は

「服
」
と

呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

金
文
中
の
貯
字
に
つ
い
て
、

⑩

〈
昆
尼
王
貯
鐘
〉
《
集
成
》
ま

（西
周
晩
期
）

昆
癌
王
貯
乍

（作
）
鰍
鐘
。

⑩

〈
貯
子
己
父
匝
〉
《
集
成
》
８
じ
い
（西
周
晩
期
）

佳

（唯
）
王
二
月
、
賞

（貯
）
子
己
父
乍

（作
）
宝
也

（匡
）
、
其
子
子
孫
孫
永
用
。

な
ど
固
有
名
詞

（族
徽
、
人
名
な
ど
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
、
全
て
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
金
文
の

貯
に
は
、
予

（予
の
仮
借
）
と
本
義
で
あ
る
貯
積
と
の
二
義
し
か
な
い
こ
と
が
証
明
で
き
た
と
思
う
。

こ
の
貯
字
の
検
討
か
ら
派
生
し
て
分
か
っ
た
こ
と
は
多
い
。
例
え
ば
、
⑪
か
ら
は
穀
栗
の
売
買
が
あ
っ
た
こ
と
、
⑫
か
ら
は
売
買
に
宝

貝
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
馴

・
伝
と
い
う
駅
伝
が
実
在
し
て
い
た
こ
と
、
⑮
か
ら
は
旅
舎
が
交
通

・
輸
送
路
沿
い
に
あ

っ
た
こ
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と
、
⑮
⑩
②
か
ら
は
淮
夷
や
南
淮
夷
の
貢
が
畠

・
穀
栗
と
進
人
で
あ
る
こ
と
、
⑫
か
ら
は
そ
の
貢
の
徴
収
が
反
乱
を
招
く
ほ
ど
の
苛
敏
誅

求
で
あ

っ
た
こ
と
、
⑩
か
ら
は
こ
の
よ
う
に
し
て
諸
方
か
ら
貢
納
さ
れ
た
吊

・
穀
栗
等
が
成
周
の
倉
庫
に
集
積
さ
れ
、
宮
中
や
王
の
服
用

に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
⑭
⑬
か
ら
は
参
有
嗣

（嗣
土

・
嗣
馬

・
嗣
工
）
の
属
下
に
よ
る
視
察
と
徴
収
を
通
じ
て
周
の
支
配
が
周
邦
を
越

え
て
諸
侯
国

・
夷
狭
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
、
⑩
か
ら
は

『国
語
』
魯
語
下
に

「昔
武
王
克
商
、
通
道
千
九
夷

・
百
蛮
、
使
各
以
其
方
賄

来
貢
、
使
無
忘
職
業
」
と
あ

っ
て
武
王
時
か
ら
貢
が
始
ま

っ
た
と
し
て
い
る
が
、
服

（職

・
工５

が
法
制
化
し
た
の
は
周
公
の
死
後

貧
作
冊
令
方
葬
〉
は
成
康
期
の
作
）
に
出
さ
れ
た
三
事
令

・
四
方
令
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
。

服
に
は
、
衣
服
の
服
を
除
け
ば
、
「貢
」
と

「職
」
の
二
義
が
あ

っ
た
。
貢
の
方
は
、
淮
夷

の
場
合
は
畠

・
穀
栗
と
進
人
で
あ

っ
た
。

こ
の
外
、
嗣
土
の
属
下
の
虞
が
徴
収
す
る
四
方
の
虞

・
林
か
ら
の
産
物
も
あ

っ
た
。
王
畿
内
に
い
る
百
官
や
王
畿
の
内
外
に
い
る
諸
侯
が

「職
」
を
勤
め
る
こ
と
で
王
に
服
事
す
る
の
に
対
し
、
夷
蛮
は

「貢
」
を
出
す
こ
と
で
王
に
服
事
し
、
そ
れ
は
王

へ
の
服
事
と
い
う
こ
と

で
同
じ
服
と
い
う
語
の
範
疇
内
に
属
す
る
こ
と
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。

『
国
語
』
周
語
上
に
祭
公
が
穆
王
を
諫
め
た
言
中
に

夫
先
王
之
制
、
邦
内
句
服
、
邦
外
侯
服
、
侯
衛
賓
服
、
蛮
夷
要
服
、
戎
径
荒
服
。
句
服
者
祭
、
侯
服
者
祀
、
賓
服
者
享
、
要
服
者

貢
、
荒
服
者
工
。
日
祭
、
月
祀
、
時
享
、
歳
貢
、
終
王
、
先
王
之
訓
也
。

と
、
五
服
の
制
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
五
服
は
、
従
来
、
周
人
の
中
国
中
心
的
世
界
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
西
周
時

代
は
祭
祀
に
参
与
す
る
こ
と
が
即
政
治
に
参
与
す
る
時
代
で
も
あ

っ
た
の
で
、
「
日
祭
」
以
下
を
、
句
服
で
あ
る
周
邦
内
に
い
る
百
官
は

職
を
勤
め
る
こ
と
で
毎
日
の
よ
う
に
王
に
服
事
し
、
侯
服
で
あ
る
王
畿
内
に
い
る
諸
侯
は
月
に

一
度
有
る
か
無
い
か
の
よ
う
な
重
要
な
政

治
的
行
事
に
参
与
す
る
こ
と
で
服
事
し
、
賓
服
で
あ
る
王
畿
外
に
い
る
諸
侯

・
衛

（三
監
）
は
三
事
令

・
四
方
令
の
発
布
の
よ
う
な
特
別

な
政
治
的
行
事
に
参
与
す
る
こ
と
で
服
事
し
、
要
服
に
い
る
淮
夷
の
よ
う
な
蛮
夷
は
貢
を
納
入
す
る
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
服
事
し
て
い



た
と
解
釈
し
た
ら
、
こ
れ
は
服

（職

・
貢
）
を
通
し
て
王
に
服
事
し
て
い
た
西
周
時
代
の
体
制
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も
の
に
な
る
。

註

（１
）

（
２

）

（
３

）

（
４

）

12 11 10 98765

高
明

「西
周
金
文

『賓
』
字
資
料
整
理
和
研
究
」
亀
考
古
学
研
究
』
第

一
輯
、　
一
九
九
二
年
）
。

趙
誠

『
二
十
世
紀
金
文
研
究
述
要
』、
書
海
出
版
社
、
三
〇
〇
三
年
。

院
元

『積
古
斎
鐘
鼎
鼻
器
款
識
』
（自
家
本
、　
一
八
〇
四
年
）
巻
四
、
三
五
頁
。
王
国
維

「頌
壷
」
亀
観
堂
別
集
補
遺
』
、　
一
九
二
七
年
）。

干
省
吾

「頌
鼎
」
亀
双
剣
診
吉
金
文
述
』
上
二
、　
一
九
三
三
年
）
。
容
庚

「頌
壺
」
「
武
英
殿
葬
器
図
録
』
、　
一
九
三
四
年
）
九
五
頁
。
唐

蘭

「陳
西
省
岐
山
縣
董
家
村
新
出
西
周
重
要
銅
器
銘
辞
的
訳
文
和
注
釈
」
翁
文
物
』

一
九
七
六
年
第
五
期
）
、
衛
益
。
唐
蘭

「用
青
銅
器
銘

文
来
研
究
西
周
史
」
亀
文
物
』

一
九
七
六
年
第
六
期
）
三

一
頁
。
林
甘
泉

「対
西
周
土
地
関
係
的
幾
点
新
認
識
」
亀
文
物
』

一
九
七
六
年

第
五
期
）。
鹿
懐
清

「陳
西
省
岐
山
縣
董
家
村
西
周
銅
器
害
穴
発
掘
簡
報
」
亀
文
物
』

一
九
七
六
年
第
五
期
）
三
三
―
三
四
頁
。
周
暖

「矩

伯

・
委
衛
両
家
家
族
的
消
長
与
周
礼
的
崩
壊
」
亀
文
物
』

一
九
七
六
年
第
六
期
）
四
九
―
五
〇
頁
。
戚
桂
宴

「釈
貯
」
亀
考
古
』

一
九
八

〇
年
第
四
期
）。
黄
盛
埠

「衛
益

ｏ
鼎
中

『貯
』
与

『貯
田
』
及
其
牽
渉
的
西
周
田
制
問
題
」
亀
文
物
』

一
九
八

一
年
第
九
期
）
七
九
―
八

二
頁
。
劉
宗
漢

「釈
貯
弁
疑
二
則
」
名
古
文
字
研
究
し

第
十
二
輯
、　
一
九
八
五
年
）

一
九
二
頁

楊
樹
達

「格
伯
段
跛
」
亀
積
微
居
金
文
説
』
、
中
国
科
学
院
、　
一
九
五
二
年
、
巻

一
〇
）。
李
学
勤

「重
新
倍
価
中
国
古
代
文
明
」
亀
先
秦

史
論
文
集
』

一
九
八
二
年
）
、
「魯
方
界
与
西
周
商
買
」
亀
史
学
月
刊
』

一
九
八
五
年
第

一
期
）。

《
集
成
》
は

『殷
周
金
文
集
成
』
（中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
、
修
訂
増
補
本
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
の
略
称
。
以
下
同
じ
。

前
掲

「魯
方
鼻
与
西
周
商
買
」
。

前
掲

「衛
益

・
鼎
中

『貯
』
与

『貯
田
』
及
其
牽
渉
的
西
周
田
制
問
題
」
八

一
頁
。

唐
蘭

『西
周
青
銅
器
銘
文
分
代
史
徴
』、
中
華
書
局
、　
一
九
八
六
年
、
三
一
一―
三
五
頁
。

こ
れ
ら
諸
地
に
つ
い
て
、
唐
蘭
氏
は
方
は
方
城

（今
の
河
南
方
城
県
）、
部
は
今
の
湖
北
随
県

一
帯
、
部
は
河
南
郡
州
市
、
朝
は
南
陽
郡
朝

陽
県

（今
の
河
南
部
県
の
東
南
）
、
部
は
西
部
で
今
の
河
南
南
陽
県
の
南
で
あ
る
と
し
て
い
る

（唐
蘭
、
前
掲
書
、
二
八
七
頁
）。

馬
承
源
主
編

『商
周
青
銅
器
銘
文
選
』
（文
物
出
版
社
、　
一
九
八
八
年
）
三
、
三
〇
六
頁
。

前
掲

「西
周
金
文

『賓
』
字
資
料
整
理
和
研
究
」
三
〇
八
頁
。

《
新
収
》
は

『新
収
殷
周
青
銅
器
銘
文
聾
器
影
彙
編
』
（鍾
柏
生

・
陳
昭
容

・
黄
銘
崇

・
哀
国
華
編
、
芸
文
印
書
館
、
三
〇
〇
六
年
）
の
略

「貯
」
と

「服
」

二
七



14 13
（
‐５

） 「貯
」
と

「服
」

称
。
以
下
同
じ
。

前
掲

『商
周
青
銅
器
銘
文
選
』
三
、
二
八
七
頁
。

『釈
名
』
釈
天
に

「夏
、
仮
也
。
寛
仮
万
物
使
生
長
也
」
と
云
う
。
限

（仮
）
は
魚
部
見
紐
、
夏
は
魚
部
匝
紐
。
両
字
は
畳
韻
で
、
見

ｏ
匝

は
労
紐
と
な
る
の
で
、
通
仮
し
て
い
た
と
思
う
。
衆

（庶
）
限

（夏
）
は
殷
周
系
の
諸
国
の
こ
と
。

楊
樹
達

『積
微
居
小
学
述
林
』
（中
国
科
学
院
、　
一
九
五
四
年
）
七
八
頁
。

二
八


